
（１） 件名： （R7）合同宿舎牛田住宅ほか３住宅太陽光余剰電力売却契約

（２） 設置場所： 広島県広島市東区牛田本町６-１５０５-９０ほか

（３） 売却内容： 再生可能エネルギーの固定価格買取期間の満了につき、太陽光余剰電力の売却相手方を選定し、

（４） 契約期間： 令和７年４月１日（火曜日）から令和８年３月３１日（火曜日）まで

（５）

（６） 見積書の提出期限： 令和７年３月６日（木曜日）１７時００分まで

（７） 見積合せ実施日： 令和７年３月７日（金曜日）１０時００分

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）

（１） 資料の交付

　交付方法：郵送、手交または電子メールによる。

日時  ： 令和７年２月１４日（金曜日）から令和７年３月５日（水曜日）まで

９時００分から１２時００分まで及び１３時００分から１７時００分まで

（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く）

　場所  ： 〒730-8520　広島市中区上八丁堀６番３０号

広島合同庁舎４号館１０階　中国財務局　管財部　統括国有財産管理官（第三部門）

（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く）

問合せ先：電話０８２－２２１－９２２１（内線３５２３）

　郵送を希望する場合は、上記問い合せ先に連絡すること。

　資料  ： 仕様書及び各種様式（見積書、委任状）

３．参加手続き

　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てをしていない者又は民事再生法
（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者であること。

　各省各庁から指名停止等を受けていない者（契約担当官が特に認める者を含む。）であること。

　中国財務局の契約担当官等と締結した契約において、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認
められる者でないこと。
　また、同担当官等が行った入札の落札者となりながら、正当な理由なくして契約を締結しなかった者でない
こと。

　経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者で
あること。

　下記３．（１）の資料の交付を受けていない者は、見積合せに参加できないものとする。

　電気事業法第２条の２の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。

１．随意契約・オープンカウンタ方式による見積合せに付する事項等

２．随意契約・オープンカウンタ方式による見積合せに参加する者に必要な資格等に関する事項

　予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。
　なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、
特別の理由がある場合に該当する。

　予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。

随意契約・オープンカウンタ方式による見積依頼公告

下記のとおり随意契約・オープンカウンタ方式による見積合せを行いますので、公告します。

 

記

           契約を締結しようとするもの。

電力買取期間： 令和７年４月１日（火曜日）から令和８年３月３１日（火曜日）まで



（２） 見積書の提出

　提出方法：　当方から交付する見積書様式に所要事項を記入のうえ、下記提出場所へ郵送（期限必着）又は持

参により提出すること。

　場所  ： 上記（１）と同じ。

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

       契約担当官

       中国財務局長　　岡本　登

以上公告する。

令和７年２月１４日

５．見積書の無効

６．契約相手方の決定

　有効な見積書を提出した者のうち、国の予定価格以上で、最も高い金額を提示した者を契約相手方とする。
  同額の見積の提出がある場合には、本件契約事務に関係のない職員によるくじ引きで決定する。

７．結果の公表

　上記２．の要件を満たさない者による見積

　提出期限までに到着しない見積

　委任状の提出なく代理人のした見積

　記名押印を欠く見積

　金額を訂正した見積

　誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である見積

　その他、連合による見積、暴力団に関与する者による見積など不適切と認められる見積

４．契約保証金

　免除する。

　見積合せ実施日の翌開庁日までに、契約相手方となるべき者に対し、口頭により通知する。
　なお、結果の公表は行わない。


